
 

 

看護業務サポート人材導入支援事業 

 

【【【【    事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    】】】】    

県では、病院が看護職員の業務負担軽減や多様な勤務形態の導入を実施する

にあたり、現在、看護職員がおこなっている業務等を見直すことで、看護職以

外が実施出来る業務や、看護職員をサポートする業務を担当する人材（以下、

看護業務サポート人材という。）を、あらたに雇用する場合、人材派遣会社等か

らの紹介予定派遣により、派遣に要する経費を最大６ヶ月まで負担をおこなう

事業を検討しています。 

 

 

 

○ 紹介予定派遣により、人材派遣会社等より６ヶ月を限度に看護業務をサポートする人材（看護補助・事務職員等）を派遣。 ○ 派遣に要する経費（派遣期間中の人件費等）は、県が負担。 ○ 原則として、派遣期間終了後は病院において正規雇用が必要。 

★支援期間は、６ヶ月以内。★原則として、支援期間終了後は、病院において正規雇用が必要。
県

業務整理 現在、看護師が実施している業務看護師が実施すべき業務
看護職以外が実施できる業務看護業務をサポートする人材を新たに雇用看護業務をサポートする人材を新たに雇用

業務負担の軽減専門性の発揮等

病 院雇用を支援

下記については、現在平成２３年度予算要求中であり、予算編成過程において、  今後内容の異動が生じる場合があります。 


